
　結構、久方ぶり（？）に「結いの家」
が完成します。6月の完成を前に、上
棟式が行われ、お施主様は「完成する
のが今から楽しみで」と期待を寄せて
くれました。
　新聞の広告から建築の依頼を寄せて
くれたのは、地元在住の加川とよみさ
ん（65）。愛媛県の山間部の育ちで、「や
はり暮らしが落ち着くし、最初から木
造の家がいい」と、建設協同組合に『結
の家』づくりを依頼。棟上げ式（3月
13日）は、閑静な住宅街が広がる木津
川市兜台で行われ、建設協同組合から
前川専務も出席して行われました。

　加川さんの
思いは、完全
セパレート型
の2世帯住宅。
2人の子ども
たちもほぼ独
立し、“老後”
を展望しなが
ら新生活を考

えました。そして「子どもたちが親の
面倒をみなくて済むように」と、3歳違
いの妹家族と住み続けられる2世帯住
宅へと思いが至りました。
　建築にあたっては、それまで住んでい
た新建材による「目の痛み」なども考慮
し、もちろん純粋無垢の「木の家」。バリ
アフリーや耐震性にも気を配りました。
「あれをしよう、これもしようとか思って
いたけど、結局シンプルになりました」
と加川さん。

　設計を担当した、むぎ設計工房の小
伊藤直哉さんは「耐震性という意味で
は、壁の量やバランスを考えて建築基
準法の1.25倍を実現しました。2世
帯ということで音の問題にも気をつか
いましたし、将来、知人を招いて楽し
めるようにパン窯を置いたりもできる
よう広い土間から庭へと続くスペース
も特徴です」といいます。

　施工してい
る（株）野原工
務店の吉田清
監督は「府内
産のスギ、ヒ
ノキといった
無垢材でつ

くっています。通し柱や間柱、梁も4
寸が基本で、耐力合板や通常の倍以上
のホールダウン金物で地震対策もばっ
ちり」といいます。

　上棟式で前
川専務は「上
棟、おめでと
うございま
す。安全に心
掛け、お施主
様のご要望に応えられるように全力を
尽くします」とあいさつ。4月初旬の
長女の結婚を控えた加川さんは「新し
い家ができて、また一つ楽しみが増え
ました。よろしくお願いします」と期
待を述べました。
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▶▶今月の主な記事
「結の家」が
もうすぐ誕生

事業部便り
機材リース課・洛南事務所

業界情報 支部便り
JIC・北山支部
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「結の家」がもうすぐ誕生

お施主様も神棚に

通し柱も間柱も
4寸角の頑丈な構造

加川邸の全景

　私が伺った時には基礎の上に柱が
立ち、棟が上がりシートで周りを
覆っていて、これからいつも見てい
る完成した家になると思うと早く中
を見たくて仕方ありません。
　施工工法は、基本的に柱の材木は
105角に対し今回は120角を使用
しているそうです。これは105角に
対し材料費は少し掛かりますがその
分耐震性が確実に向上しています。
　そしてホールダウン（引き寄せ金

物）を使用していることです。柱脚
と柱頭の両方に取り付け柱が震災時
に梁から抜けないようにするための
金物です。年々震災の心配が増え続
けている中、上記のような耐震工法
は将来的に考えると必要不可欠な工
法であると感じました。
　材料面では暖かい印象がある家が
ご希望らしく府内産の木材を使われ
たそうです。
　本当はもっと長く現場にいて色々

上棟式に参加して
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室内装飾仕上 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工

畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア

土木工事関係

建築工事関係

鉄・アルミ･ステンレス・耐候性鋼材まで幅広く取り扱っております。
金属に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
また、通販にてアルミ庇・アイデア商品等多数販売しております。
まずは当社ホームページをご覧ください。

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

安全第一を心がけて 機材リース課

　この原稿を書いている私ですが、仮
設材のリースに係わる作業を行ってお
ります。仮設材の用意・車輌への積み
込み・車輌からの荷卸し・荷卸し後の
片付け・仮設材のメンテナンス等々さ
まざまな作業があります。弊社のヤー
ド作業勤務の方々の人数が以前より半

分以下となっております。この状況で
日々心がけているのは、どの作業を最
優先で行うかということです。この作
業はやらなければいけない作業だが、
今すぐやらなければいけないのか、こ
の作業が先ではないかということで
す。このことを常に考えて仕事にあ

たっていきたいと思います。
　最後に、お客さんの応対の際には安
全第一を最優先しておりますので、お
時間がかかってしまう時があります
が、その所をご理解の程宜しくお願い
します。� （森川）

安全帯に関する新ルールの主な変更点 洛南事務所
◦�安全帯の名称が『墜落抑止用器具』
に変更となります。
◦�フルハーネス型着用時の学科教育・
実技教育が義務化されます。
◦�高さ6.75ｍ以上でのフルハーネス
型の着用が義務化されます。

◦�フルハーネス型のベルトの身体装着
個所に骨盤とフィットする腰部が追
加されます。
◦�2022年1月2日から現行規格品販
売・着用が全面禁止となります。
◦�2019年7月末で現行規格品の販売

が全面禁止となります。
◦�現在使用中の旧型製品の使用につい
ては建設現場における5ｍ以下での
作業のみ、引き続き使用が認められ
ます。� （杉本）

事業部便り

考古学からみた鴨
お う と う

東の歴史 ――特別展示6月24日まで開催 

　京都市考古資料館では、平成29年
度後期特別展示として『足もとに眠る
京都―考古学からみた鴨東の歴史』の
タイトルで、6月24日まで特別展示
を開催しています。今回は、旧石器～

古墳時代編で、さっそく見学に行って
きました。
　「鴨川の東、比叡山から東山の山麓
にひろがる一帯には、1万年前を越え
る古い時代から、さまざまな時期の遺

跡が地中に残されています。本展覧会
では、その一帯、『鴨東』と呼ぶ地域
で積み重ねられてきた発掘調査の成果
を紹介し、歴史の流れをたどります」
とパンフレットにあります。

見たかったです。この感情は私より
も、お施主様の方がより感じてい
らっしゃると思います。なぜなら目
の前で建てている家はお施主様自身
がお金を出して今後何十年も住んで

いく建物だからです。また家が建つ
前の段階は一生に一度か二度しかな
いので特にご興味を抱かれます。私
たちがそんなお施主様の人生の1
ページに記録を残せる大きな役割を

担っていると思うと責任感を強く感
じます。そしてお施主様の喜ぶ顔や
『ありがとう』という一言を原動力に
して今後も組合員様、職員で協力し
あい結果を残していきたいです。（T）
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平成30年4月1日に自転車保険が
義務化となります
　自転車利用者が増えるいま、自転車
事故は他人事ではありません。
　京都では、自転車事故の増加、相次
ぐ高額賠償事例などにより、自転車保
険の加入が義務化となります。
　万が一、事故を起こした時のため自
転車保険に加入しましょう。

　また、事業者においても自転車通勤
者の保険加入確認及び未加入時の保険
情報の提供（保険の加入義務、保険の
種類等）が、努力義務となっています。
（改正自転車条例第19条第7項）
　従業員様への周知徹底を図ってくだ
さい。

自転車保険について詳しくは
「京都 自転車保険 加入義務化」を検
索。または0570︲001︲382（9:00 ～
18:00、土日祝及び年末年始を除く）
※1 �IP電話や一部携帯電話をご使用の場合、

つながらないことがあります。その時は、
018︲803︲7765（※２）におかけください。�

※2 通話料がかかります。

自転車保険の加入義務化の概要
■義務化の対象

【義務化される自転車保険とは】

■実効性の確保策

自転車小売等業者 駐輪場管理業者

不動産関連業者

業務で自転車を利用させる
（無料で貸し出す事業者含む）事業者

自転車通勤・通学等を認める

事業者・学校・
学習塾・各種教室

（宅地建物取引業者，
賃貸住宅の管理を業とする者）

自転車利用者

個人賠償責任保険等 施設賠償責任保険等

レンタサイクル事業者

平成30年４月１日から 平成29年10月１日から

すべて平成30年4月1日から 努力義務

平成29年10月１日から

　京都市内・京都府内において， 自転車を利用する全ての方 （自転車利用者※ ，事業者，レンタサ
イクル事業者） が義務化の対象です。 ※京都府民ではない方も，府内において自転車を利用する場合は，対象となります。

利用者各人やその家族（子どもも含め
全ての人）が，日常生活　 で自転車を
利用して，他人にケガや損害を与えた
場合に補償する保険等への加入

従業員が業務のために自転車を利用
して，他人にケガや損害を与えた場合
に補償する保険等への加入

従業員や借主が自転車を利用して，
他人にケガや損害を与えた場合に
補償する保険等への加入。
借主に対し，加入している保険等の
情報提供

※１，※２

　自転車保険の加入義務化について， 自転車の保有実態の把握等が困難であることから， 罰則
規定は設けませんが， 保険加入促進の実効性を確保するため， 関係事業者の皆様に各種取組に
御協力いただきます。

自転車通勤 ・ 通学 （通所）
者に対し，  事業者 ・ 学校 ・
学習塾等が保険加入を確認
し， 未加入の場合は保険の
情報提供をしてください。

Check!!

自転車の販売，整備，修理時
に保険加入を確認し，未加入
の場合は保険の情報提供を
してください。

京都市・京都府への転入者
等 （居住の用に供する建物
の取引の相手方，賃貸住宅
の賃借人） に対し，保険の
情報提供をしてください。

駐輪場利用者に対して保険
の情報提供をしてください。

※

※業務中の事故については対象外 ※1  業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外
※2  施設（モノ）や仕事の遂行に起因する偶然な事故を補償する保険。
       事業者の自転車も施設に当てはまる。

自転車事故により他人にケガをさせた場合に補償する「損害賠償保険」（共済含む）です。
損害賠償保険には，例えば，自動車保険や火災保険の特約，クレジットカードの付帯保険，共済，自転車の点検整備に保険が含まれるTSマークなど
の多種多様な保険があり，自転車事故を補償するいずれの損害賠償保険も対象となります。

C

義
務
化

義
務
化

義
務
化

　会場には、旧
石器時代に生息
していた大型哺
乳類の足跡（岡
崎遺跡）をはじ
め、これまでに9

基の方墳が判明した吉田二本松古墳群
の資料など、興味深い展示が次つぎと。
また、洪水などの影響で湿地化した場
所に、トチの実やドングリなどを保存
食とするために掘られた穴や、そこか

ら出てきた炭化したような実（縄文時
代晩期）、長さ5～ 60センチ程度の
石棒（北白川追分遺跡）など、遠い先祖
の生きざまが伝わってくるようで、思
わず時間がたつのを忘れそうでした。
　また、会場入
り口には「企画
陳列」として、
発掘調査で出土
した牛の大型土
製品が並べら

れ、北野天満宮や藤原道真との関連な
どがよくわかります。
　なお京都市考古資料館の（旧石器～
古墳時代編）とともに、京都大学総合
博物館では（飛鳥～室町時代編）を開催
しています。

　京都市考古資料館（上京区今出川大
宮東入）、開館時間：9:00 ～ 17:00（入
館は16:30まで）、休館日：月曜日（祝
日の場合は翌日）、入館無料。� （M）

縄文時代晩期の
保存食用の木の実

「企画陳列」の
牛の大型土製品



建設協組news Light　　 2018.44

法律Ｑ＆Ａ   火事で隣家が延焼した場合の   賠償責任について
�Q 　自宅で料理をしている最中、天ぷ
ら油から出火してぼやを起こしてしま
いました。自宅の被害もさることなが
ら、隣の家にも延焼し、壁や屋根の一
部に被害を出してしまいました。隣の
家の修理代も支払わなければならない
のでしょうか。

�A 　火災の場合、失火責任法により、
賠償責任を負うのは故意または重過失
の場合のみとされています。日本では
木造家屋が多く、被害が想定外に大き
くなってしまうことや、被害の大きさ
は天候や消防能力にも影響されるため
だと言われています。
　ですので、放火など故意に火災を起

こした場合や、火災を起こしたことに
重過失がある場合でなければ、火災に
よって他者に被害を与えてしまっても
賠償する責任はありません。なお、重
過失とは、判例では「通常人に要求さ
れる程度の相当な注意をしないでも、
わずかの注意さえすれば、たやすく違
法有害な結果を予見することができた
場合であるのに、漫然これを見すごし
たような、ほとんど故意に近い著しい
注意欠如の状態を指す」とされます。
具体的には、石油ストーブの火を消さ
ないままカートリッジタンクを抜き
取って給油し、給油後にタンクの蓋が
きちんと閉まっているか確認せず、タ
ンクの蓋が外れてこぼれた石油が引火

したケースや、紙くずの入った段ボー
ル箱に残り火のある灰を捨てたケース
などで重過失が認められています。
　今回のケースでは、天ぷら油を火に
かけたまま不在にするなどの事情がな
ければ重過失があるとまでは言えず、
隣の家の修理代を賠償する責任はない
と考えられます。
　逆に、隣家からの出火で自宅が被害
を受けた場合に賠償責任を問えない場
合もあります。この場合、自身の被害
については自らの火災保険等で対応す
ることが必要になります。
� （ 京都第一法律事務所 ）� 弁護士　大河原壽貴

毎月第一水曜日
無料法律相談

業界情報
2017年の「休廃業・解散」は2万4400件
 ――全国「休廃業・解散」動向調査

　2017年の企業倒産件数（法的整理による倒産、負債
1000万円以上）は8376件と、2009年以来8年ぶりに前
年を上回った。（略）また、中小・零細企業を中心に後継者
難や代表の高齢化が深刻化しており、倒産に至らないまで
も事業継続を断念し、「休廃業・解散」を選択する企業は

倒産の約3倍で推移している。2017年（1月～12月）の「休
廃業・解散」は、2万4400件（前年比2.2％減）判明。（略）
種類別に見ると、「休廃業」（1万3946件）が前年比2.7％減、
「解散」（1万454件）が同1.5％減となったものの、「解散」
は2年連続で1万件を超えた。（略）
　業種別で「休廃業・解散」件数を見ると、「建設業」が
7877件（構成比32.3％）で全体の約3分の1を占めた。
� （『週刊帝国ニュース京滋版』2月26日付）

1月住宅着工は13.2％減　7カ月連続でマイナス
　国土交通省がまとめた建築着工統計調査報告によると、
1月の新設住宅着工戸数は前年同月比13.2%減の6万
6358戸と7カ月連続で減少した。前年同月に東京五輪の
選手村として利用される大型再開発の着工があり、その反
動で分譲マンションの着工戸数が半減した。ただ、この影
響を除いても着工戸数は前年同月を下回っているという。
　利用関係別の新設住宅着工戸数は、持ち家の着工戸数は
0.1％増の2万0257戸と8カ月ぶりに増加に転じたが、

貸家が10.8％減の2万8251戸、分譲住宅が27.5％減の
1万7448戸といずれも大幅に減った。分譲住宅のうち、
マンションは50.2％減の6525戸だ。地域別で近畿圏は
19.4％減の9196戸。
　全建築物の着工床面積は14.5％減の947万㎡で2カ月
連続の減少。このうち、民間非居住用は3.4％減の356万
㎡と2カ月連続で減少した。民間非居住用の主な使途別で
は、店舗が70.4％増の58万㎡と大きく伸びた。
� （『建設経済新聞』3月7日付）
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賦課金のお支払い方法について
　賦課金は月々5,000円です。通常は3ヶ月に一度15,000円をご請求しております。それ以外にも「年払い」や「口座引落」
というお支払い方法もあります。
　「年払い」は、毎年5月に60,000円を一括請求させていただきます。「口座引落」については、京都銀行・京都中央信用
金庫・京都信用金庫の3銀行の口座のみ、受付をしております。年払いや口座引落などは振込手続きなどの負担も軽減さ
れますので、ぜひともご一考ください。詳しくは組合組織部までお問合せください。

組織部　Tel：075-382-1021　Fax：075-394-3201

2月の景気動向調査　建設業は2カ月連続で悪化
　帝国データバンクがまとめた30年2月の景気動向調査に
よると、建設業の景気動向指数（0～100で示し、50が良い・
悪いの分かれ目）は、前月比0.6ポイント減の53.4となり、
2カ月連続で悪化した。日本海側や北日本を襲った大雪が
工事進捗の停滞を招き、景況感の悪化につながった。
　全産業平均の景気動向指数は、0.8ポイント減の50.3で、
29年1月以来1年1カ月ぶりに悪化した。国内景気は拡
大基調にあるものの、大雪や人手不足の深刻化がコスト負
担の増加などにつながり、一服した。

　建設業の景況感の判断理由としては「仕事量が絶対的に
少ない上に、降雪による影響で仕事にならない」（いずれも
土工・コンクリート工事）との声が聞かれる一方、「既に
30年度末までの受注が決まっており、人手不足が顕著に
表れている」（内装工事）などと、人手を上回る受注を抱え
ている業者の声もあった。
　景気の先行きについては、「30年は消費税率引き上げ前
なので大型案件が積極的に動いている」（木造建築工事）、
「インバウンド需要の他、東京五輪に向けたホテル需要が
ある」（電気配線工事）と、明るい見通しを答える建設業者
が多かった。� （『建設経済新聞』3月7日付）

京都府官公需適格組合協議会が新春研修会を開催
　京都府官公需適格組合協議会（川久保雄二郎会長）の新春
研修会が、2月22日ホテルグランヴィア京都で開かれました。
　京都大学大学院経済学研究科の岡田知弘教授によれば、
京都府の中小企業比率は企業数で99.8％にもなります。
この数値を見れば、地方自治体が誰のために仕事をするべ
きなのか一目瞭然だと説きます。地域経済、地域社会を維
持する最大の経済主体は中小企業、商店、農家、協同組合
なのです。その経済主体が毎年、地域に再投資を繰り返す
ことで、そこに仕事と所得が生まれ、生活が維持、拡大さ
れていきます。地域産業の維持・拡大を通して、住民一人
ひとりの生活の営みが豊かになり、そのことで地方自治体

の税収も増えることになります。この経済原理が自治体に
理解されなければなりません。
　近年日本列島は「災害の時代」に入っていると言われてい
ます。実際に災害が起これば、その復興を担うのは地域住民、
地域の建設業者、地域の農家、地域の商店なのです。なぜ
なら、その地が彼ら（私たち）の生活の場だからです。自治
体は積極的に「公共調達」を地域経済振興策および行政サー
ビスの質的向上策の一環として位置づけ、建設工事や物品
等の発注を実施するべきなのだと教えていただきました。
　最後に、厳しい状況にある地域経済を再生・維持するた
めの鍵は地方自治体と地域づくりを担う中小企業との連携
にあると。それが地方自治体の主権者である住民の福祉の
向上につながるのですと結びました。� （M）

30年度の府内普通建設事業費　前年比で5.1％増加
　京都1府15市10町1村の30年度当初予算案が、この
ほど出揃った。本紙集計によると、30年度一般会計当初
予算案における普通建設事業費は、府内総額2058億
4689万円、29年度対比で99億9370万円多い5.1%増
と3年ぶりに増加となった。京都府と南丹市、宮津市、与
謝野町が首長選挙を控え骨格編成としながらも増加となっ
たのは、京都市が府を上回る公共投資規模を編成したのが
最大の要因。選挙後、新首長により政策的経費が補正予算
で肉付けとなる見込みで、更なる上積みが期待できそうだ。
　京都府は、前回の骨格的予算とした26年度と比べると
0.4％減、22年度と比較しても0.1%増となる。今回も国
の補正予算編成を受け、2月補正で110億0600万円を加
算した14カ月予算とした。地域還元型の府民公募型整備

事業についても、
2月補正予算を含
め建設交通部17
億円、警察本部1
億2500万円を確
保した。
　市町村をみる
と、2桁増となっ
たのが京都市、福
知山市、綾部市、
京丹後市、城陽市、
向日市、井手町、
宇治田原町、南山
城村、京丹波町。
1桁増が笠置町、和束町。� （『建設タイムズ』3月7日付）
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労基協の技能講習
�●玉掛技能講習
日程：〔学科〕5月10日（木）・11日（金）
〔技能〕5月12日（土）／〔学科〕会場：
京都中小企業会館〔技能〕（株）島津製
作所紫野工場／受講料：17,000円（税
抜）、テキスト代1,500円（税抜）
�●フォークリフト運転技能講習
日程：〔学科〕5月2日（水）〔技能〕休
日コース5月12日（土）・13日（日）・
19日（土）平日コース5月15日（火）・
16日（水）・17日（木）／〔学科〕会場：

京都府中小企業会館〔技能〕『休日』椿
本チエイン京田辺工場『平日』全国農
業協同組合連合会／受講料：28,500
円（税抜）、テキスト代1,500円（税込）
�●特定化学物質及び四アルキル鉛等作
業主任者技能講習 
日程：5月30日（金）・31日（土）／会場：
京都府中小企業会館／受講料：8,000
円（税抜）、テキスト代1,800円（税抜）
�●有機溶剤作業主任者技能講習
日程：〔技能〕4月11日（水）・12日（木）

／会場：京都府中小企業会館／受講料：
8,000円（税抜）、テキスト代1,800
円（税抜）
【問合せ・申込み】
（公社）京都労働基準協会
Tel.075-321-2731
※連合会のホームページ
　http://www.kyoukiren.or.jp
※�受講申込者が少人数の場合は中止に
なることがありますのでご了承くだ
さい。

建災防の各種講習
�●高所作業車（10ｍ以上）
日程：5月16日（水）・17日（木）／会場：
京都建設会館別館／受講料：36,000
円、テキスト代1,850円

【問合せ・申込み】
建設業労働災害防止協会京都府支部
〒604-0944　京都市中京区押小路
通柳馬場東入　京都建設会館別館内
Tel.075-231-6587

Fax.075-251-0058
受付時間：��午前9時～午後5時
※�ホームページから講習予定、申込書
が取り出せます。
　http://kensaibo-kyoto.jp/

投稿コーナーお手伝い雑記帳
　今年の3.11は日曜日でもあり、あれから7年経過し
た東日本大震災について報じる各局のテレビをずっと見
ていた。犠牲者の方がたへの思いを新たにするとともに、
必ず現地へ行って支援活動をしようと考えていた当初の
決意が果たせていないことを少なからず恥じている。こ
の間にしたことといえば、個人的なカンパと、新しい職
場で義援金を集め災害ボランティアに託したことぐらい
かな。
　いかにインフラが整備されようと、放射線量が低下し
ようと、なかなか故郷には戻れない被災者の実情や、福
島第一原発の廃炉の見通しが困難なことなどが浮かび上
がる。福島原発は、結局はチェルノブイリ事故のように�

石棺をつくるしかないという学者の指摘もある。
　建設協同組合にお世話になって程なく、阪神・淡路大
震災（1995年）が起こり、協同組合としても支援や復旧
活動に取り組んだ。自分も当時は労働組合として宝塚方
面にボランティア活動で行ったことがある。
　その2年後には経ケ岬沖タンカー事故が起こり、職員
何人かで流出した油の回収のボランティア活動に参加し
たが、肩にかついだ土嚢袋からの油の異臭で途中でダウ
ンしたことがあった。こんな経験をしながら、「災害に
強いまちづくり」をテーマに、何度か『建ちゃんまつり』
に取り組んだことが、いまは懐かしくもある。� （み）
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組合日誌
 本部
3/15� 支部長会議
3/27� 三役会議
3/29� 定例理事会

 支部
3/6� 　JIC（役）� 4/20　洛中（総）
3/13　北山（役）� 4/20　新京（総）
3/14　洛中（役）　　4/21　JIC（総）
3/16　新京（役）� 4/21　北山（総）
3/22　新桂川（役）� 4/28　右京（総）
3/23　右京（役）

（退職のお知らせ）
福本多香子　（総務）　3月15日付

編集後記
　だんだんと暖かくなり日中の最高気
温は2桁の日が続き、春を肌で感じ取
れる時期になりました。私は花粉症で、
春を鼻で感じ取りながら記事作成に没
頭している次第です。
　今回の建設協組news�Lightでは、
各支部長へ今年度の支部活動計画を元
にした原稿作成にご協力いただけまし
た。各支部長の皆様、ほんとうにあり
がとうございます。
　私はほとんどの組合員様にまだお会
いしていませんが、こうして建設協組
news�Lightにご協力いただきました
原稿の内容を拝読していると、執筆者
様の人柄が思い浮かび、わくわくさせ
る文面や支部の目標を掲げて「やる
ぞ！」という支部長としての強い意志
を感じました。今後も各支部の活動を
他の支部に共有し組織全体の向上を目
標にしていきたいです。� （Ｔ）

組　織　部 soshiki@zenkyoto.jp
建設工事事業部 koji@zenkyoto.jp
機材リース kizai@zenkyoto.jp
（総　　務） soumu@zenkyoto.jp
洛南事務所 raknan@zenkyoto.jp

　　JIC
　初めまして、JIC会長の築山史典です。JIC
は1期2年で前期（16・17年度）に引き続き2
期目（18・19年度）をやらせてもらいます。
　今年度のJICの活動計画は、4月21日（土）に
JIC総会を開き、7月上旬頃にファミリープラン
として家族ぐるみでの食事会を予定しています。
　そして10月頃予定の勉強会として職種は問
わずその道の先生をお招きしての講演会を予定しております。過去に衆議院議
員の泉ケンタ先生、建築士の末川協先生に貴重な話をしていただきました。
　そして12月の1年の締めくくりの忘年会です。忙しい1年になりますが計
画通りに実行していきたいと思います。
　最後に、JICは現在18名で活動しています。年々会員数が少なくなってい
ます。是非一緒に活動しましょう。随時会員を募集しています。2代目社長さ
んや従業員さん、是非とも興味ある方ご連絡ください。� �（会長 築山史典）

北山支部
　北山支部の支部長を任せてもらってしばらく経ちました。最初は支部長会議
で用意されるお弁当を黙々とつつくのにも緊張し、光本支部長と担当事務局員
の山本さんに呼ばれるのも面映ゆく思えました。なお、この面映ゆい気持ちは
相変わらずです。
　相変わらずと言えば、ホームである北山支部役員会議も相変わらず緊張して
います。同支部内で随一を争う若輩者の私が、諸大先輩方の真摯な議論を上座
で拝聴するというのはあべこべで面白く、北山支部重鎮方々はじめ様々な方に温
かい目で見守っていただきながらお役目を頂戴しているのが実際のところです。
　組合発展に寄与し、且つ組合員さんの、ひいては北山支部に属する組合員さ
んの発展に寄与するような活動とは一体どのようなものなのか…大きな話にお
腹いっぱいですが、皆様と協働して出来ることをコツコツとやっていけたらよ
いなと思っております。
　2018年度を新たに迎えるにあたり、先述のお腹いっぱいな大義を念頭に、
北山支部所属組合員の方々との親睦をより深めることを目標として活動して参
りたいと思います。
　近年支部内のイベントとして釣り旅行の話が浮上したり島流しにあったりし
ているので、なんとか実現に持ち込めればと思っております。そしてその上で、
組合全体のイベント（建ちゃん祭等）での出店の機会があれば、その際は北山支
部所属組合員の皆様と賑やかに参加できれば、大義の一口分ぐらいは、担えた
ことになるのではと考えております。� �（支部長 光本のり子）

JICの皆様

支部便り
新年度に向けて！



建設協組news Light　　 2018.4₈

足場工事

株式会社　DAYTORA
京阪機材センター
　〒618-0091　京都府乙訓郡大山崎町円明寺門田8
　TEL�075-958-4400　FAX�075-958-4700
大阪営業所
　〒581-0056　大阪府八尾市南太子堂4丁目2-28
　TEL�072-998-7851　FAX�072-998-7852

基礎工事

株式会社　デイトラ土木
　〒618-0091　京都府乙訓郡大山崎町円明寺門田8
　TEL�075-955-4455　　FAX�075-958-4700


